
公的研究費に係る不正取引に対する対応・処分方針 
 
（目的） 
第１条 この方針は、「神戸情報大学院大学における公的研究費の不正防止に関する基本方針」に基づ

き、不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を定めることを目的とする。 
 
（定義） 
第２条 この処分方針に係る「取引停止」とは、競争入札における入札参加資格の停止、随意契約にお

ける取引業者への選定の停止をいう。 
 
（不正取引への対応） 
第３条 最高管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する行為があったと認められる取引業者に対

しては、取引を停止する措置を講ずるものとする。 
（１）調査に当たり、虚偽の申告をしたとき。 
（２）入札又は見積りに際し、不正の行為があったとき。 
（３）契約の履行に際し、品質、数量等につき不正の行為があったとき。 
（４）本学の構成員に対する贈賄が発覚したとき 
（５）その他、本学に不利益をおよぼす行為があったとき。 
 
（取引停止期間） 
第４条 最高管理責任者は、前条各号に定める措置要件に該当する場合は、６か月以上１年以下の期

間を定め、取引停止の措置をとる。 
２ 最高管理責任者は、前項において、即時の取引停止が本学の教育研究活動に著しく影響を及ぼす

と判断した場合は、一定期間を経た後に、取引停止とすることができる。 
３ 最高管理責任者は、取引停止の措置を行う場合において、当該業者が極めて悪質であると認めら

れるとき又は情状を酌量すべき特別な理由が認められるときは、取引停止の期間を変更することがで

きる。 
 
（取引停止措置の通知） 
第５条 最高管理責任者は、取引停止又は取引停止の解除を行ったときは、当該業者に対し、書面によ

り通知するものとする。 
 
（不正取引対策に関するルール） 
第６条 不正取引対策に関するルールを以下のように定める。 
（１）業者へ不正取引対策の周知を行う。 
（２）補助金に関わる業者に対し、不正を行わない旨の誓約書の提出を求める。 
 
（業者への周知） 
第７条 不正取引対策の業者への通知内容は以下の通りとする。 
（１）本学の不正防止に関する基本方針 
（２）本学の研究費等に係る不正取引に対する処分方針 
２ 周知方法は、本学ホームページに常時掲載することにより行う。 
３ 周知の時期、回数に関しては、常時ホームページに掲載するとともに、内容に変更があった場合に

は速やかにホームページを更新するものとする。 
 
（誓約書の提出） 
第８条 過去の実績等の理由により、以下のいずれかに該当する業者から誓約書を徴収するものとす

る。 
（１）１回の取引額が１００万円以上、又は１年間の取引件数が１０件を超える業者 
（２）前号のほか、事務局が必要と認めた業者 



２ 以下の業者等は誓約書の徴収の対象から除くものとする。 
（１）国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関 
（２）学校法人 
（３）国際組織、外国企業等 
（４）電気・ガス・水道・電話・郵便事業者等 
（５）弁護士・会計監査法人・税理士・特許事務所等 
（６）商取引の相手方ではない個人 
（７）その他、本件対象になじまないと本学が判断した業者等 
３ 誓約書の徴取回数は１回とし、本学の不正取引対策に関する方針やルール等を見直した場合には

あらためて徴取することとする。 
 
（取引状況の確認） 
第９条 事務局は特定業者への発注等が必要以上に存在していないか適宜把握するとともに、必要に

応じて本学の未払金と業者の売掛金を照合するなと取引状況の実態確認を行う。 
 
（庶務） 
第１０条 この方針に関わる事務手続は、事務局が行う。 
 
 
附則 
この処分方針は、平成２８年５月１日から施行する。 
 


